
○須賀川市建設工事以外の一般競争入札実施要綱 

令和２年４月１日施行    

須賀川市建設工事以外の一般競争入札実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、須賀川市一般競争入札実施要綱（平成19年４月１日施行）において定める建

設工事に係る請負契約以外の市が発注する賃借、請負、物品調達その他の契約に係る入札のうち、

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の５の２の規定によ

る資格を定めて行う一般競争入札（以下「制限付一般競争入札」という。）の実施に際し、施行

令及び須賀川市契約規則（平成29年須賀川市規則第22号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（対象案件） 

第２条 制限付一般競争入札に付す案件（以下「対象案件」という。）は、１件あたりの設計金額

が10,000千円以上のものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は対象としない。 

(１) 特殊な技術又は資格を必要とする案件 

(２) 緊急を要する案件 

(３) 早期発注案件及び長期継続契約案件 

(４) 須賀川市入札参加資格等審査会設置要綱（平成21年４月１日施行）に規定する須賀川市入

札参加資格等審査会（以下「審査会」という。）の審議により入札方式を変更した案件 

(５) 公有財産又は物品の売払い案件 

(６) その他市長が特に認める案件 

（入札参加申込資格） 

第３条 制限付一般競争入札に参加することができる者（以下「入札参加申請者」という。）の資

格は、次に掲げる要件に該当しなければならない。 

(１) 須賀川市競争入札参加資格登録規程（平成30年須賀川市告示第97号）第２条各号の区分に

応じた競争入札参加資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）に登録されている者であ

ること。 

(２) 施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(３) 須賀川市有資格業者に対する入札参加資格制限に関する要綱（平成21年４月１日施行）に

基づく入札参加資格制限期間中の者でないこと。 

(４) 市税の滞納がないこと。 



(５) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続中の者ではないこと。 

(６) 須賀川市内に本店又は営業所（支店）を有する者で、営業所（支店）については、有資格

者名簿に登録されている委任先であること。 

(７) その他対象案件ごとに定める要件を満たす者であること。 

（公告） 

第４条 市長は、対象案件ごとに前条に規定する要件を規則第６条に規定する事項に加えて公告す

るものとする。 

２ 公告は、須賀川市公告式条例（昭和29年須賀川市条例第４号）第２条第２項に規定する掲示場

に掲示して行うほか、市ホームページに掲載するものとする。 

（設計図書の閲覧等） 

第５条 入札を執行する所管課（廨）長（以下「入札執行課長」という。）は、対象案件の図面、

仕様書等（以下「設計図書」という。）を公告の日から当該公告において指定する日まで閲覧に

供するとともに、設計図書の交付の方法及び質問の方法を定めるものとする。 

２ 入札参加申請者は、前項の規定により、設計図書交付申請書（第１号様式）及び設計図書に関

する質問書（第２号様式）を入札執行課長に提出することができる。 

３ 入札執行課長は、前項により提出された質問について、設計図書に関する回答書（第３号様式）

により速やかに回答するとともに、市ホームページにおいて公表するものとする。 

（入札参加申請書等の確認申請） 

第６条 市長は、入札参加資格を確認するため、公告において指定する日までに、入札参加申請者

に制限付一般競争入札参加資格確認申請書（第４号様式）及び入札参加資格確認資料（以下「申

請書等」という。）の提出を求めるものとする。 

２ 入札執行課長は、申請書等の様式を定めた場合は、閲覧する設計図書に加えるものとする。 

３ 入札参加申請者は、公告において指定する日までに、申請書等を市長に提出し、入札参加資格

について確認を受けなければならない。 

（入札参加資格審査等に関する手続） 

第７条 次に掲げる事項は、審査会の審議を経なければならない。 

(１) 案件の特殊性等から、入札方式を変更する場合 

(２) 第３条に規定する入札参加資格要件を変更する場合 

(３) その他市長が必要と認める場合 



（入札参加資格の確認等） 

第８条 市長は、第６条の規定による申請書等について、制限付一般競争入札参加資格確認書（第

５号様式）により入札参加資格の有無の確認をしたときは、その結果を申請者に対して、制限付

一般競争入札参加資格審査結果通知書（第６号様式。以下「審査結果通知書」という。）により

通知するものとする。この場合において、参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付

記するものとする。 

（入札参加資格を有しない者に対する理由の説明等） 

第９条 前条の規定により入札参加資格を有しないこととされた者は、公告において指定する日ま

でに文書によりその理由の説明を求めることができる。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに文書により回答するものとする。 

（入札参加資格の喪失） 

第10条 第８条の規定により入札参加資格を有することとされた者（以下「入札参加資格者」とい

う。）が入札の日までに次の各号のいずれかに該当したときは、当該入札に参加することができ

ない。 

(１) 第３条各号に規定する要件に該当しないこととなったとき。 

(２) 申請書等に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき。 

(３) 第４条の公告において定められた事項に違反したとき又は抵触することとなったとき。 

２ 市長は、入札参加資格者が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入札参加資格

者に対し、当該入札参加資格を失った旨を文書により通知するものとする。 

（入札の執行） 

第11条 制限付一般競争入札の執行にあたっては、規則によるものとする。 

２ 入札参加資格者は、審査結果通知書を提示するとともに、公告にて入札書に記載される金額に

対応した内訳書の提出が求められている場合は、第１回の入札に際し、入札書に記載される金額

に対応した内訳書を提出しなければならない。 

３ 前項に定める要件を満たした内訳書を提出しなかった場合は、失格とする。 

（最低制限価格の設定） 

第12条 制限付一般競争入札の執行にあたっては、規則第15条第２項の規定により、最低制限価格

を必要に応じ設定するものとする。 

（落札者の決定等） 

第13条 落札の決定は、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低価格の入札者とする。ただし、前



条の規定により最低制限価格を設定した場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の

価格の入札者のうち、最低価格の入札者とする。 

２ 最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度の入札に参加できないものとする。 

（入札の中止等） 

第14条 市長は、公正な入札が害されるおそれがあると認めるときは、入札の延期又は中止をする

ことができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に行われた公告その他の申込みの誘引については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に行われた公告その他の申込みの誘引については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１号様式（第５条関係） 

 



第２号様式（第５条関係） 

 



第３号様式（第５条関係） 

 



第４号様式（第６条関係） 

 



第５号様式（第８条関係） 

 



第６号様式（第８条関係） 

 


